
瀬戸市訓令第５号  

本 庁  

公 所  

瀬戸市文書取扱規程（平成１３年瀬戸市訓令第４号）の一部を次のよう

に改正する。  

令和４年３月２４日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （定義）  （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴から⑸まで ＜省略＞  ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

⑹ 起案書 起案する文書をいう。  

⑺ 書面 前号のうち、文書管理システムによ

らない起案書をいう。 

 

 （文書の記号及び番号）  （文書の記号及び番号） 

第８条 文書には、記号及び番号を付さなければ

ならない。ただし、軽易な文書については、省

略することができる。 

第８条  

２ ＜省略＞   ＜省略＞ 

３ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

４ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

５ 同一事件かつ複数回にわたり施行する文書の

記号及び番号は、当初の記号及び番号に、順次

枝番号を付したものを用いる。 

４ 文書の記号及び番号は、その事件が完結する

まで同一の記号及び番号を用いる。 

６ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 



（総合行政ネットワーク文書の受信） （総合行政ネットワーク文書の受信） 

第１０条の２ ＜省略＞ 第１０条の２ ＜省略＞ 

（電磁的記録による文書の受信）  

第１０条の３ 通信回路を利用して電子計算機に

到達した電磁的記録による文書（総合行政ネッ

トワーク文書を除く。）は、当該文書が到達し

た課において受信する。 

 

 （文書の収受） （主務課における文書の取扱い） 

第１１条 文書主任は、第１０条及び第１０条の

２の規定により文書の配布を受けたとき、若し

くは直接課において文書を収受したとき、又は

前条の規定により電磁的記録による文書を受信

したときは、当該文書を点検した後、事務を担

当する職員に回付しなければならない。 

第１１条 文書主任は、前２条の規定により文書

の配布を受けたとき、又は直接課において文書

を収受したときは、当該課で文書受付印又は課

専用文書受付印を押した上で、文書管理簿に必

要事項を記載するとともに、当該文書に記号及

び番号を記入しなければならない。ただし、軽

易なものについては、これらの手続を省略する

ことができる。 

２ 前項の規定により文書の回付を受けた職員は

、当該文書の収受年月日、件名その他の必要な

事項を、文書管理システムに登録しなければな

らない。ただし、軽易なもの又は定例的文書で

事務の処理に支障がないもの及び別に文書管理

システム以外で適正に管理されているものは、

この限りでない。 

 

３ 前項本文の規定により文書管理システムに登

録したもので、電磁的記録によらない文書（軽

易な文書を除く。）の場合、第 1 項の規定によ

り文書の回付を受けた職員は、文書受付印又は

課専用文書受付印を押した上で、当該文書に記

号及び番号を記入しなければならない。 

 

（誤って配布等を受けた文書の取扱い） （誤って配布を受けた文書の取扱い） 

第１２条 文書主任は、第１０条及び第１０条の

２の規定により配布され、若しくは直接課にお

いて受領した、又は第１０条の３の規定により

受信した文書に当該課の所管に属さないものが

第１２条 文書主任は、第１０条及び第１０条の

２の規定により配布され、若しくは直接課にお

いて受領した文書に当該課の所管に属さないも

のがあるときは、次に定めるところにより処理



あるときは、次に定めるところにより処理する

ものとする。 

するものとする。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 （文書の処理）  （文書の処理） 

第１３条 ＜省略＞ 第１３条 ＜省略＞ 

２ 課長は、文書を閲覧し、自ら処理するものを

除き、直ちに処理の方針及び期限を示し、主務

係長を経て担当する職員に処理させなければな

らない。この場合において、直ちに処理できな

いもの及び重要又は異例と認めるものについて

は、市長、副市長又は部長に供覧し、その指示

を受けなければならない。 

２ 課長は、文書を閲覧し、自ら処理するものを

除き、直ちに処理の方針及び期限を示し、主務

係長を経て事務担当者に配布し、処理させなけ

ればならない。この場合において、直ちに処理

できないもの及び重要又は異例と認めるものに

ついては、市長、副市長又は部長に供覧し、そ

の指示を受けなければならない。 

（起案） （起案） 

第１４条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 事案を起案するときは、文書管理システムに

必要な事項を入力することにより行わなければ

ならない。ただし、事務処理において効率的か

つ合理的であると文書主任が認めるときは、起

案用紙（第７号様式）により事案を起案するこ

とができる。 

３ 事案を起案するときは、起案用紙（第７号様

式）によって行う。ただし、軽易又は定例的な

ものは、文書の余白に起案年月日、保存年限、

担当課名等の必要な事項を記載し、回議するこ

とができる。 

４ 前項ただし書の場合において、軽易又は定例

的な事案を起案するときは、起案用紙によるこ

となく、文書の余白に起案年月日、保存年限、

担当課名等の必要な事項を記載し、回議するこ

とができる。 

 

５ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

 （文書の日付）  （文書の日付等） 

第１５条 ＜省略＞ 第１５条 ＜省略＞ 

 ２ 文書には、記号及び番号を付さなければなら

ない。ただし、軽易なものについては、省略す

ることができる。 

（特別な取扱いの起案） （特別取扱いの表示） 



第１７条 起案書のうち、至急、重要、機密等の

取扱いが必要な場合は、第１４条第３項本文の

規定により起案するときはその旨を文書管理シ

ステムに入力し、同項ただし書の規定により書

面により起案するときは回議（合議）・施行上

の注意の欄（以下「注意欄」という。）に朱記

しなければならない。 

第１７条 起案書には、事案の性質により、「至

急」、「取扱注意」等の注意事項を回議（合議

）・施行上の注意の欄（以下「注意欄」という

。）に朱記しなければならない。 

（決裁） （決裁） 

第１８条 ＜省略＞ 第１８条 ＜省略＞ 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 

５ 書面を訂正する場合は、訂正箇所に２本線を

引き、訂正者が押印しなければならない。 

５ 起案書を訂正する場合は、訂正箇所に２本線

を引き、訂正者が押印しなければならない。 

（不在処理の方法） （不在処理の方法） 

第２１条 代決者が、起案書（書面を除く。以下

この条において同じ。）により回議された事務

を代決したときは、決裁権者は後閲するものと

する。 

第２１条 

２ 代決者が書面により回議された事務を代決し

たときは、「代」と記入し、押印する。この場

合、後閲を必要とするときは、代決者が注意欄

に「後閲」と記入し、決裁権者の閲覧に供する

ものとする。 

  代決者が事務を代決したときは、「代」と記

入し、押印する。この場合、後閲を必要とする

ときは、代決者が注意欄に「後閲」と記入し、

決裁権者の閲覧に供するものとする。 

３ 急を要する起案書による回議書で、決裁権者

以外の上司が不在のときは、当該決裁権者以外

の上司の上位の職にある者が承認するものとす

る。この場合、不在の上司は後閲するものとす

る。 

 

４ 急を要する書面による回議書で、決裁権者以

外の上司が不在のときは、「不在」と記入して

回議する。この場合、重要なものについては、

起案者において後閲の手続をしなければならな

い。 

２ 急を要する回議書で、決裁権者以外の上司が

不在のときは、「不在」と記入して回議する。

この場合、重要なものについては、起案者にお

いて後閲の手続をしなければならない。 

５ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

（書面の持回り） （起案書の持回り） 



第２２条 書面の内容が機密を要するもの、緊急

を要するもの又は重要なものであるときは、持

ち回りで回議又は合議をしなければならない。 

第２２条 起案書の内容が機密を要するもの、緊

急を要するもの又は重要なものであるときは、

持ち回りで回議又は合議をしなければならない

。 

（原議の返付） （原議の返付） 

第２３条 決裁を終えた起案書（以下「原議」と

いう。）は、決裁者が文書管理システムにて決

裁し、又は原議に決裁年月日を記入した後、速

やかに起案者に返付しなければならない。 

第２３条 決裁を終えた起案書（以下「原議」と

いう。）は、決裁者が決裁年月日を記入した上

、速やかに起案者に返付しなければならない。 

 （原議の処理）  （原議の処理） 

第２９条 文書を施行したときは、起案者が文書

管理システムに施行年月日等必要な事項を登録

し、又は原議に施行年月日を記入しなければな

らない。 

第２９条 文書を施行したときは、起案者が原議

に施行年月日を記入し、文書管理簿に必要事項

を記載しなければならない。ただし、文書の記

号及び番号を省略した場合は、この限りでない

。 

（文書の整理の原則） （文書の整理の原則） 

第３０条 ＜省略＞ 第３０条 ＜省略＞ 

（文書の分類）  

第３０条の２ 文書主任は、毎年度当初に、事務

及び事業の性質、内容等に応じた系統的なファ

イル基準表を作成しなければならない。 

 

２ 文書主任は、前項の規定により年度当初に作

成したファイル基準表を、当該年度末に当該年

度のファイル基準表として確定させなければな

らない。 

 

３ 主務課長は、行政課長が指定する日までに、

前項の規定により確定させたファイル基準表を

、行政課長に提出するものとする。 

 

 （完結文書の保管等）  （完結文書の編集） 

第３１条 完結文書（施行を要する文書で施行の

終わったもの、施行を要しない文書で決裁の終

わったもの及び供覧を要する文書で供覧の終わ

ったものをいう。以下同じ。）が電磁的記録の

場合は、主務課において文書管理システムに適

第３１条 



切な方法により保管し、又は保存しなければな

らない。 

２ 完結文書が電磁的記録以外の場合は、主務課

において次によりフォルダ（年度ごとに個別フ

ォルダに小分類としてまとめられた文書の集合

物をいう。以下同じ。）にとじ込み（これによ

り難い文書にあっては、他の適当な用具に収納

し）、編集しなければならない。 

 完結文書（施行を要する文書で施行の終わっ

たもの、施行を要しない文書で決裁の終わった

もの及び供覧を要する文書で供覧の終わったも

のをいう。以下同じ。）は、主務課において次

により簿冊にとじ込み（これにより難い文書に

あっては、他の適当な用具に収納し）、編集し

なければならない。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 事案が２年度以上にわたるものは、完結の

年度に属するフォルダ等に編集すること。 

⑵ 事案が２年度以上にわたるものは、完結の

年度に属する簿冊等に編集すること。 

 ⑶ フォルダは単年度管理とし、複数年度の文

書が混在しないようにすること。 

⑶ 紙数が少ないため数年度分をあわせて編集

することが適当なものについては、これを１

冊とすること。この場合においては、区分紙

を差し入れて年度の区分を明らかにしておか

なければならない。 

⑷ フォルダには、必要に応じ文書索引目次を

付けること。 

⑷ 簿冊には、文書索引目次を付けること。 

 ⑸ フォルダのラベル（フォルダにより難く、

他の適当な用具に収納した場合は、当該用具

中の判別しやすい箇所）には、完結年度、名

称、保存年限その他必要事項を明記すること

。 

 ⑸ 簿冊の表紙及び背表紙（簿冊により難く、

他の適当な用具に収納した場合は、当該用具

中の判別しやすい箇所）には、完結年度、名

称、保存年限、主務課名その他必要事項を明

記すること。 

（文書の保存） （文書の保存） 

第３３条 ＜省略＞ 第３３条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 前項の規定にかかわらず、主務課長は、第３

１条第１項の規定により完結文書を文書管理シ

ステムに保存すること及び第３０条の２第３項

の規定によりファイル基準表を行政課長に提出

することをもって、保存文書目録の提出に代え

ることができる。 

 

  



第８号様式を次のとおり改める。  

第８号様式 文書保存目録（第３３条関係）  

保 存 文 書 目 録  

  課 名    

番号  

保管

場所  

保存箱整

理番号  

大

分

類  

中

分

類  

件名  

発生

年度  

保存

年限  

内容・取

扱い説明  

廃棄

予定

年月  

廃棄

年月

日  

                  

                  

                  

                  

附 則 

（施行期日）  

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この訓令の施行の際、ファイリングシステムを導入していない課にお

ける文書の取扱いについては、当該課がファイリングシステムを導入す

るまでの間に限り、なお従前の例による。  

 


